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第４章　地域別まちづくり構想 
本章では、第３章におけるテーマ別まちづくり方針を踏まえ、地域ごとの特性を反映した

きめ細やかな地域別まちづくり構想を示します。 

 

１　地域区分と地域別まちづくり構想の構成 
（１）地域区分の検討要素 

地域区分の設定については、下記のような検討要素を考慮する必要があります。地域ご

との居住人口バランスや、将来のまちづくり構想を考えるにあたっての、地域拠点や交通

軸等の要素が特定の地域に極端に偏らないようにすることも考慮し、地域区分を設定しま

す。 

 
【地域区分の検討要素】 

 

 地域区分要素 本市における状況
 ①行政サービスの単位 

となる区分

町字別で 22 区分、小学校 10 区分、中学校５区分、公民

館利用区分として６区分があります。
 ②地域等による構造的な 

区分

本市の区域を地形で分類すると武蔵野台地と荒川低地に

大別されます。武蔵野台地は北朝霞駅・朝霞台駅周辺と朝

霞駅、市役所、基地跡地周辺等が含まれ、市街地を形成し

ている部分です。一方、荒川低地は荒川、新河岸川、黒目

川沿いの部分となっています。 

基地跡地等がある南西側が高く、北東側の荒川に向かっ

て低くなっていますが、市内の標高差は最大で約 53ｍとな

っています。
 ③歴史的に継続している 

地理的つながりによる

区分

現在の市域を形成するまでの町村単位としては、市域面

積に対して比較的多い 10 区分となります。これまで大きく

２期（明治 22（1889）年、昭和 30（1955）年）の拡大を経

て、現在の市域が形成されました。
 ④都市計画的施策として

一体的にとらえる区分

本市の全域が都市計画区域に指定され、市街化区域と市

街化調整区域の境界は、ほぼ武蔵野台地と荒川低地により

区分されますが、基地跡地及び陸上自衛隊朝霞駐屯地は市

街化調整区域に指定されています。
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（２）地域区分の設定 
前ページの検討要素を踏まえると、地域

区分の単位としては概ね５～10 単位に区分

することが可能と考えられます。こうした

生活圏や土地利用現況調査による境界要素

のほかに、地域ごとの居住人口バランス

や、地域拠点や交通軸等が特定の地域に極

端に偏らないことも考慮した結果、本計画

の地域区分は前回計画と同様、次のとおり

５地域とします。 

 
 
 
 
 
 

【地域区分と対象町丁目】 

 

 
地域区分 対象町丁目 面積(ha) 人口

（人）

人口増減率

(％) ※
 

内間木地域
大字上内間木、大字下内間木、大字浜崎の一部、大

字宮戸の一部、大字田島の一部
約 341 約 1,400 ▲8.9

 

北 部 地 域

北原１・２丁目、西原１・２丁目、朝志ヶ丘１～４

丁目、宮戸１～４丁目、浜崎１～４丁目、田島１・

２丁目、大字宮戸の一部、大字浜崎の一部、大字田

島の一部

約 355 約 36,000 6.4

 
東 部 地 域

岡１～３丁目、根岸台１～８丁目、仲町１・２丁

目、大字岡、大字根岸、大字台、大字溝沼の一部
約 375 約 28,000 7.9

 

西 部 地 域

三原１～５丁目、西弁財１・２丁目、東弁財１～３

丁目、泉水１～３丁目、膝折３丁目の一部、膝折町

４丁目の一部、大字溝沼の一部、大字浜崎の一部

約 224 約 29,000 6.9

 

南 部 地 域

本町１～３丁目、溝沼１～７丁目、幸町１～３丁

目、栄町１～５丁目、青葉台１丁目、膝折町１・

２・５丁目、膝折町３丁目の一部、膝折町４丁目の

一部、大字溝沼の一部、大字膝折、基地跡地、陸上

自衛隊朝霞駐屯地

約 543 約 50,000 2.7

 出典：国勢調査小地域（令和２（2020）年）。膝折町３・４丁目、大字溝沼、大字浜崎、大字田島の地域を

またがる町丁字名については、住宅用地の面積案分により算出している。 

※「人口増減率」は、前回（平成 17（2015）年）から令和２（2020）年（国勢調査）の人口の増減率を算出

している。

内間木地域

東部地域

北部地域

西部地域

南部地域
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（３）地域別まちづくり構想の構成 

地域別まちづくり構想は、以下の構成のとおり、「地域の概況」と「市民の想い」から

地域の特徴に応じて重点的に取り組むべき「地域のまちづくりの方針」を設定します。そ

の方針の実現に向けて、各テーマにおける現況・課題を把握したうえで特性を反映した

「テーマ別取組」を検討し、「地域の取組総括図」としてとりまとめます。 

■地域別まちづくり構想の構成 
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（４）まちづくりサロン（地域版） 

各地域に関係する市民が集い、地域のまちづくりについて話し合う場を設け、地域別ま

ちづくり構想に地域住民の意向を反映させるとともに、地域が主体となったまちづくり活

動の機運を高めるために、まちづくりサロン（地域版）を計４回実施しました。 

まちづくりサロン（地域版）の結果は、地域別まちづくり構想に反映しています。 

■開催概要　　　　※参加者が少ない場合は市職員がグループに参加し、意見交換させていただきました。 

 

 日時 会場（参加人数） テーマ

 

第１回
令和７(2025)年４月 26 日(土) 

10：00～12：00

内間木地域：上内間木町内会館（２人） 

北部地域：産業文化センター(４人) 

西部地域：弁財市民センター(８人) 

東部地域：東朝霞公民館（５人） 

南部地域：市役所(４人)

地域の良いところと

改善したいところを

話し合おう

 

第２回
令和７(2025)年５月 10 日(土) 

10：00～12：00

内間木地域：上内間木町内会館（５人） 

北部地域：宮戸市民センター(４人) 

西部地域：リゾンコミュニティギャラリー(７人) 

東部地域：東朝霞公民館（１人） 

南部地域：市役所(４人)

地域づくりの目標を

設定しよう

 

第３回
令和７(2025)年５月 24 日(土) 

10：00～12：00

内間木地域：内間木公民館（４人） 

北部地域：産業文化センター(５人) 

西部地域：弁財市民センター(４人) 

東部地域：東朝霞公民館（４人） 

南部地域：市役所(５人)

みんなで議題を決め

て話し合おう

 

第４回
令和７(2025)年６月７日(土) 

10：00～12：00

会場：産業文化センター 

※全地域合同開催 

参加人数　内間木地域 (５人) 

　　　　　北 部 地 域 (４人) 

　　　　　西 部 地 域 (５人) 

　　　　　東 部 地 域 (５人) 

　　　　　南 部 地 域 (５人)

私たちからの提案 

（この地域で特に進

めていきたい取組の

提案）
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２　地域別まちづくり構想 
（１）内間木地域 
１）内間木地域の概況 

・当地域は本市の北東部に位置し、地域の北東側を荒川

が、南西側を新河岸川が流れ、川に挟まれた荒川低地

で構成されています。地域の北側は志木市に、また、

荒川をはさんだ東側はさいたま市と戸田市に接してい

ます。 

・当地域の人口は減少傾向が続き、令和２（2020）年の

人口は平成７（1995）年の６割弱まで減少しており、

５地域のうち最も人口の少ない地域です。また、当地

域の高齢者は地域人口の半数程度を占めている状況で

す。（図①参照） 

・当地域の全域が市街化調整区域で、古くからの農地及

び集落地となっており、他地域に比べみどりの多い田園風景が広がっています。一方で

地域には、工業系施設や倉庫等の土地利用がみられ、既存集落地との調和を図ることが

求められます。（図②及び③参照） 

・当地域は荒川及び新河岸川水系において洪水が発生した場合、概ね全域が浸水想定区域

となっており、その大半は浸水深が 3.0m 以上と想定されます。 

・当地域を横断して、国道 254 号バイパスの整備が計画されており、市内外からのアクセ

ス性の向上を見据え、地域の活性化に資する沿道土地利用の促進が求められます。 

 

 

内間木地域
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＜内間木地域の基本的な情報＞ 

写真

写真

図①：人口と年齢構成の推移 
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 住宅、工業、自然・

農地の土地利用が混

在している

朝霞調節池や朝霞水門等の

治水施設がある

河川や農地等の豊

かな自然環境が多

く残されている

国
道
254 号

バ
イ
パ
ス

新河岸川産業廃棄物

処理対策地がある

※工業用地には、産業廃棄物処理施設を含む

（※）

図②：用途地域の指定状況 

図③：土地利用の状況（令和２（2020）年度時点）
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２）内間木地域のまちづくりに対する市民の想い 
市民アンケートやまちづくりサロン（地域版）から把握される地域のまちづくりに対す

る市民の想いを以下に整理します。 

＜市民アンケートより＞ 
 
 
 
 
 
 

＜まちづくりサロン（地域版）より＞　 

 
 

 
 

○大切に思う場所 
・公共施設 
（図書館、体育館博物館等） 

・北朝霞・朝霞台駅周辺 
・荒川・新河岸川

○住まいの近くの地域にあったらいいと思う場所 
・飲食ができる場所 
・買い物ができる場所 
・子育て・福祉等公共サービスが相談・利用できる場所

※サロンでは「持続可能」をテーマに意見交換しましたが、まち
づくりのテーマ設定を踏まえ「自然・環境」に変更しました。
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３）内間木地域のまちづくりの方針 
地域の概況と市民の想いを踏まえ、内間木地域のまちづくりの方針とその実現に向けた

取組の場所を示した方針図を以下に整理します。 

＜方針＞（内間木地域の特性に応じて重点的に行う取組方針） 

＜方針図＞ 
 

 

 方針１　水害による浸水リスクや交通安全に関する対策の充実により、誰もが安全・

安心に過ごせる環境を確保します。 

方針２　荒川や新河岸川といった河川や農地等のみどりが残る豊かな自然環境を適切

に維持・活用します。 

方針３　国道254号バイパスの整備による沿道土地利用のポテンシャルや朝霞水門、調

節池等の地域資源を生かした地域の活性化を図ります。



65

４）内間木地域のテーマ別の取組 
地域のまちづくりの方針を踏まえ、テーマごとに地域の特徴（良いところや課題等）に

対応した取組を整理します。 

テーマ「安全・安心」 

 特 徴 
・浸水想定区域内に内間木苑、つつじの郷等の福祉施設

等が立地し、緊急時には施設利用者への配慮が必要 

 取 組 
・浸水想定区域内での開発と合わせた水害対策の指導

（雨水流出抑制施設の整備や垂直避難ができるように

すること、避難行動計画を策定し訓練を定期的に行う

こと等）

特 徴 
・発災時の救援・救護、発災後の復旧・復

興のための緊急輸送道路が広域的に整備

されておらず、早急な対応ができなくな

る恐れがある 

 取 組 
・国道 254 バイパスの整備による広域的な

緊急輸送道路のネットワークの確保

特 徴 
・ゲリラ豪雨等に伴う内水氾

濫により、道路が冠水し地

域内外の移動が制約された

被害が発生している 

 取 組 
・内水被害を軽減する対策

の実施（排水構造物を含

めた既存道路の改良、水

路・側溝の浚渫・清掃

等）

特 徴 
・浸水想定区域に住宅地が点在し、また５ｍ以上の浸水が想定され、家屋倒壊等の危険性がある 
・水害時一時避難場所が限定的であり、地域の居住者や来街者を受け入れることは難しい 

 取 組 
・水害リスクの低減に向けた雨水・排水対策の検討（水路・側溝の改修等） 
・総合的な治水対策の検討（国や県と連携した特定都市河川の指定等による流域治水の検討） 
・災害時の避難経路の確保・充実（狭あい道路の改善や既存道路の改良等） 
・内間木公園の防災拠点化の検討 
・浸水想定区域内での開発と合わせた水害対策の指導（雨水貯留施設の整備、避難場所等の充実等）

全①全⑥

全①

全①

全⑤

全④

全①

全①

※全①～全⑨：全体構想の取組との関係性（P.28 参照）
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テーマ「自然・環境」 

 

特 徴 
・水害に備え、調節池が整備

され、動植物にとって良好

な環境が形成されている 

 取 組 
・朝霞調節池の適切な樹林地

管理のもと、動植物の環境

としてのみどりの拠点の形

成・利活用

特 徴 
・地域内に緑地やその他自然地が多く分布しており、豊かな自然環境を

有している 

 取 組 
・内間木公園の整備や、既存公園等、まとまったみどりの保全や維持管

理の充実・有効活用 
・国道 254 号バイパス沿道における緑化等の検討とあわせ、街路樹・並

木の適正な維持管理 
・国道 254 号バイパス沿道における周辺環境や景観に配慮した土地利用

の誘導（開発時における植樹帯や公園等の緑化施設の整備指導等）

特 徴 
・荒川右岸は河川敷が広

く、良好な水辺空間を有

し、自然環境に恵まれて

いる 

 取 組 
・荒川右岸の広大な河川敷

における水辺空間の保

全、余暇活動の場として

の活用 
・関係団体と連携した河川

の保全・維持管理

特 徴 
・地域内に更地や資器材置

場・産業廃棄物処理施設

等、非効率的な土地利用

がされている箇所が点在

し、景観の悪化が懸念さ

れる 

 取 組 
・市街化調整区域の資材置

場等による周辺環境の悪

化抑制等、景観に配慮し

た土地利用の誘導

特 徴 
・荒川に比べ新河岸川の河川敷の維

持管理・活用が図られていない 
・新河岸川産業廃棄物処理対策地が

存在する 

 取 組 
・新河岸川、地区内の水路等の保全

や遊歩道の整備・充実等による水

辺空間の保全・活用 
・景観の保全を進めるための景観づ

くり重点地区の指定の検討（新河

岸川周辺） 
・関係団体と連携した河川の保全・

維持管理

特 徴 
・河川敷近辺に水田及び畑

が多く、優良な農地が広

がっている 

 取 組 
・生き物が集う緑地や緑地

保全地区の保全 
・農地の保全や有効活用

全④

全④

全⑦ 全④⑥

全④

全④⑥

全④⑥

全⑧

全④

全④⑤

全⑦

全④

※全①～全⑧：全体構想の取組との関係性（P.34 参照）
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テーマ「快適な移動」 

 

特 徴 
・橋梁の老朽化等が進行し

ており、適切な維持管理

が求められている 

 取 組 
・橋梁の適切な維持管理

特 徴 
・公共交通の利便性の低いエリア（公共交通空

白地区）の解消が進んでいる 

 取 組 
・持続可能な公共交通の運行に向けた道路拡幅

整備等の取組推進

特 徴 
・都市計画道路の未整備区間が残されている 

取 組 
・都市計画道路（国道 254 号バイパス、黒目川通

線）の整備による広域的な幹線道路ネットワーク

の形成及び長期未整備都市計画道路の見直し

特 徴 
・地域の生活軸、通学路となる主要生活道路に連続した歩道が整備さ

れていない 
・生活道路へのトラックの進入やスピードが速く交通安全の強化が求

められている 
・交差点付近では交通事故が多く発生している 

 取 組 
・通学路や危険な交差点等における安全対策の充実 

（ゾーン 30 の指定等） 
・国道、県道及び主要市道の連続した歩行空間や自転車通行空間の 

確保 
・国道 254 号バイパスの整備に伴う周辺道路を含めた交通安全対策 

全⑦ 全①

全④⑤

全③④

全②

全④

※全①～全⑧：全体構想の取組との関係性（P.40 参照）
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テーマ「にぎわい・活力」 

 
特 徴 

・地域内に丸沼芸術の森や、朝霞調節池、朝霞水門等、来街者を呼び

込むポテンシャルを有する地域資源が存在する 

 取 組 
・荒川河川敷や朝霞水門、朝霞調節池、丸沼芸術の森等の自然環境や

文化資源を生かしたにぎわいづくり

特 徴 
・国道 254 号バイパスの整備が進められ、整備と併せた沿道開発によ

り、産業用地としての活用が期待されている 
・全域が市街化調整区域であるため、まとまった商業施設等の立地が

難しい 

 取 組 
・国道 254 号バイパス沿道の活性化に向けた検討（商業施設や芸術・

文化、スポーツ等を主体とした観光・レクリエーション施設等の設

置を目指した地区計画の設定等） 
・内間木公園・クリーンセンター周辺における、広域幹線道路の特性

を生かした産業用地創出に向けた土地利用の誘導

全⑦

全⑥

全⑥

※全①～全⑧：全体構想の取組との関係性（P.46 参照）
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テーマ「私らしい暮らし」 

 
特 徴 

・地域内には朝霞市障害者ふれあいセンタ

ーや丸沼芸術の森等の教育・文化・福祉

施設が立地 
・生活を支える公共性の高い施設が少ない 

 取 組 
・朝霞市障害者ふれあいセンターや丸沼芸

術の森のように公共性の高い施設を活用

するとともに教育や文化・福祉等の機能

充実の検討

特 徴 
・国道 254 号バイパスの整備が進められており、整備

による沿道開発や隣接都市とのアクセス性の高まり

により暮らしの利便性の向上が期待される 
・国道 254 号バイパスの整備による地域分断が懸念さ

れる 

 取 組 
・国道 254 号バイパスの整備と併せた、地域の活性化

に資する産業（商業・工業を含む）機能を確保する

等、沿道土地利用の促進

特 徴 
・地域全域が市街化調整区域に含まれ、市街化の抑制により

農地やみどりが多く残されている 
・資材置き場や残土置き場による周辺環境の悪化 

 取 組 
・市街化調整区域での無秩序な開発抑制 
・上内間木等、残存するみどりや農地の保全による集落地環

境の維持 
・合併処理浄化槽等の設置充実とともに、下水道処理区の充実

検討も視野に入れた地域の排水処理機能の向上の促進

特 徴 
・地域内に荒川河川敷や朝霞調節

池、内間木公園等が立地してお

り、自然資源が豊か 

 取 組 
・内間木公園や荒川河川敷、朝霞調

節池等を憩いと交流を生む空間と

しての整備・利活用

全③④⑧⑨ 全④

全⑦

全③

全③

全③

※全①～全⑨：全体構想の取組との関係性（P.52 参照）
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５）内間木地域の取組総括図　　ここでは、４）で整理した各テーマ及び地域のまちづくり方針に対する取組を場所や地区単位で再整理しました。 
＜内間木地域の取組総括図＞ 
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（２）北部地域 
１）北部地域の概況 

・当地域は本市の北側に位置し、地域の北側を新河岸川が、

南側を黒目川が流れています。地域の北西側は志木市に接

しています。 

・東武東上線は当地域の南西側を走っており、JR武蔵野線は

東武東上線と概ね垂直に当地域を横断し、南西側に北朝霞

駅（JR武蔵野線）と朝霞台駅（東武東上線）があります。 

・当地域の人口は増加傾向が継続しており、令和２（2020）

年に人口が３万５千人程度で、市内５地域のうち、南部地

域に次ぎ２番目の人口規模となっています。一方で老年人

口（65歳以上）も増加傾向にあり、令和２（2020）年の老

年人口は平成 12（2000）年の２倍以上となっています。

（図①参照） 

・駅や市街地の近くには黒目川等による水辺空間や、農地や斜面林等の豊かな自然が残さ

れています。（図③参照） 

・北部中央部には、東京都が管理する「東京都朝霞浄水場」があります。（図③参照） 

・当地域の東側では、荒川及び新河岸川水系において洪水が発生した場合、想定される浸

水深は 3.0m 以上ないし 5.0m 以上となるエリアが広くみられ、宮戸地区では土砂災害警

戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定されているエリアもあります。また、当地域の西

側にある宮戸３丁目や朝志ヶ丘地区は住宅密集地に該当し、地震や火災が起きた際に建

物が延焼するリスクがあります。 

・駅周辺では、朝霞台駅の建替や北朝霞駅北口広場の人中心の広場への転換が検討されて

います。 
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図①：人口と年齢構成の推移 
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駅からアクセスしや

すい範囲に黒目川の

水辺空間がある

市街化調整区域

には多くの農地

が存在する

図②：用途地域の指定状況 

図③：土地利用の状況（令和２（2020）年度時点）

宮戸３丁目や朝

志ヶ丘地区は住

宅密集地に該当

する
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２）北部地域のまちづくりに対する市民の想い 
市民アンケートやまちづくりサロン（地域別）から把握される地域のまちづくりに対す

る市民の想いを以下に整理します。 

＜市民アンケートより＞ 
 
 
 
 
 
 

＜まちづくりサロン（地域別）より＞ 
 
 

 

 

○大切に思う場所 
・北朝霞・朝霞台駅周辺 
（店舗や飲食店等を含む） 

・黒目川 
・私の家のまわり

○住まいの近くの地域にあったらいいと思う場所 
・飲食ができる場所 
・買い物ができる場所 
・みどりが多く自然が豊かな場所

※サロンでは「持続可能」をテーマに意見交換しましたが、まち
づくりのテーマ設定を踏まえ「自然・環境」に変更しました。
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３）北部地域のまちづくりの方針 
地域の概況と市民の想いを踏まえ、北部地域のまちづくりの方針とその実現に向けた取

組の場所を示した方針図を以下に整理します。 

＜方針＞（北部地域の特性に応じて重点的に行う取組方針） 

＜方針図＞ 
 

 

 
方針１　地震・火災による延焼リスクや水害による浸水リスクを地域と共有し、低減

するための対策の充実を図ります。 
方針２　駅周辺では計画的な土地利用の誘導に加え、朝霞台駅の建替や北朝霞駅北口

広場の人中心の広場への転換等の契機を生かし、誰もが安心して過ごせる空

間づくりを推進し、官民連携によるにぎわい形成を図ります。 
方針３　駅や市街地の近くに黒目川等による水辺空間や、農地やみどりによる豊かな

自然が残されている特徴を生かし、自然と生活環境のつながりの強化により

地域への愛着を高めます。
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４）北部地域のテーマ別の取組 
地域のまちづくりの方針を踏まえ、テーマごとに地域の特徴（良いところや課題等）に

対応した取組を整理します。 

テーマ「安全・安心」 

 

特 徴 
・鉄道を横断するアン

ダーパス部（三原隧

道）では豪雨時に浸

水の恐れがある 

 取 組 
・鉄道を横断するアン

ダーパス部（三原隧

道）等の浸水対策の

検討

特 徴 
・浸水想定区域内に、はあとぴあ等

の福祉施設等が立地し、緊急時に

は施設利用者への配慮が必要 

 取 組 
・浸水想定区域内での開発と合わせ

た水害対策の指導（雨水流出抑制

施設の整備や垂直避難ができるよ

うにすること、避難行動計画を策

定し訓練を定期的に行うこと等）

特 徴 
・田島地区では浸水想定区域に住宅地が

立地し、また５ｍ以上の浸水が想定さ

れ、家屋倒壊等の危険性がある 
・黒目川沿いの家屋倒壊等氾濫想定区域

に施設が立地、宮戸地区における斜面

地の土砂災害警戒区域等、災害の危険

性の高いエリアに居住地が立地 

 取 組 
・水害リスクの低減に向けた雨水・排水

対策の検討（水路・側溝の改修等） 
・総合的な治水対策の検討（国や県と連

携した特定都市河川の指定等による流

域治水の検討） 
・田島地区の河川沿いの家屋倒壊等氾濫

想定区域や宮戸地区の斜面地の土砂災

害警戒区域等、災害の危険性の高いエ

リアからの居住の誘導 

特 徴 
・災害時の被害を拡大させないため

の生活環境の形成が求められてい

る 
・犯罪や事故等の発生を抑制するた

めの環境づくりが求められている 

 取 組 
・駅及び駅周辺の防火・準防火地域

での防火対策の推進 
・北朝霞駅北口広場における見通し

の向上

全①

全①

全①

全⑤

全⑧

全①

全③

特 徴 
・宮戸、朝志ケ丘地区等の住宅密

集地では地震・火災による延焼

リスクが高い 
・狭あい道路や行き止まり道路が

多く避難の阻害要因が存在 

 取 組 
・朝志ケ丘・宮戸地区における住

宅密集地の防災機能強化や私道

を含めた狭あい道路の交通環境

の整備、防火対策の推進 
・防火・準防火地域の指定による

防火対策の推進 

特 徴 
・日常からお互いに助

け合える関係づくり

が求められている 

 取 組 
・東京都朝霞浄水場と

の連携による災害時

の連絡体制強化

全③

全⑦

全③

※全①～全⑨：全体構想の取組との関係性（P.28 参照）
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テーマ「自然・環境」 

 特 徴 
・市街化区域内に農地が残されている 
・斜面林等のみどりが残されている 
・新河岸川、黒目川の河川敷に自然地が多く、豊かな自然環境を有している 

 取 組 
・自然と調和した住環境の維持に向けた、残存する緑地や農地の保全や有効活用 
・郷土景観や生態系の保全に資する宮戸緑地周辺の残存する緑地や農地の保全や有効活用 
・（仮称）浜崎ふれあい公園の用地を含めた緑地や農地の有効活用の検討 
・宮戸地区の崖線の斜面林の保全 
・黒目川や新河岸川の水辺空間の保全や市民との協働による利活用 
・生き物が集う緑地や特別緑地保全地区の保全

特 徴 
・まちなかの景観に配慮

した街路樹が整備され

ている道路がある 

取 組 
・街路樹の育成や沿道の

緑化による川と川をつ

なぐ、みどりの軸の形

成・利活用

特 徴 
・暮らしを豊かにする生活に身近な広場や公園等

の空間の充実が求められている 
・農地の宅地化により、みどりが減少している 

 取 組 
・既存公園（みやど公園や田島公園）等、まとま

ったみどりの保全や維持管理の充実・有効活用 
 
・開発事業等における緑化や広場・公園の設置指

導

特 徴 
・黒目川沿いにわくわくドーム

等の公共施設が立地してお

り、河川と一体的な親水空間

としての利活用が可能である 

 取 組 
・景観の保全を進めるための景

観づくり重点地区の指定の検

討（黒目川、新河岸川周辺）

全④

全④⑦

全④

全④⑤

全④

全④

全⑤

全⑧

全④

全④

※全①～全⑧：全体構想の取組との関係性（P.34 参照）
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テーマ「快適な移動」 

 

特 徴 
・学校周辺における通学路の

安全対策が不十分 

 取 組 
・通学路や危険な交差点等に

おける安全対策の充実 全⑤

特 徴 
・自転車通行空間が連続してい

ない 

 取 組 
・安全で連続した自転車通行空

間の確保

特 徴 
・交通結節点となる主要駅（北朝霞駅、朝霞台駅）が立地してい

る 

 取 組 
・駅周辺におけるバリアフリーやユニバーサルデザインにも配慮

した交通結節機能の強化や、人中心のウォーカブルな空間の確

保 
・朝霞台駅の建替に伴う駅前広場の再編及び周辺環境の整備

特 徴 
・公共交通の利便性の低いエリア

（公共交通空白地区）が存在する 

 取 組 
・道路の拡幅整備と合わせ、地域と

連携した多様な移動手段の検討

（わくわくワゴンやデマンド交通

等）

特 徴 
・都市計画道路の未整備区間が残されている 

 取 組 
・都市計画道路（岡通線、黒目川通線）の整備による広域的な幹線道

路ネットワークの形成及び長期未整備都市計画道路の見直し

特 徴 
・橋梁の老朽化等が進行し

ており、適切な維持管理

が求められている 

 取 組 
・橋梁の適切な維持管理

全④⑦

全③

全①

全②

全⑧

全⑥⑦

特 徴 
・小・中学校周辺に限らず交通安

全対策の充実が求められている

（保育園・幼稚園等周辺等） 

 取 組 
・ゾーン 30・ゾーン 30 プラスエ

リアの指定による面的な交通安

全対策 全④

特 徴 
・主要な生活道路においては

連続した歩道が整備されて

いない 

 取 組 
・主要市道における連続した

歩行空間の確保 全④⑧

※全①～全⑧：全体構想の取組との関係性（P.40 参照）
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テーマ「にぎわい・活力」 

 
特 徴 

・地域中央部に浄水場が立地しているが、地域の

分断要因となっている 
・地域内には黒目川や北朝霞公園等の公共空間が

分布している 

 取 組 
・地域資源（黒目川や浄水場、北朝霞公園等）を

活用したイベント等を官民連携で実施

特 徴 
・駅周辺は交通の利便性が高く、店舗や医療施設等

の都市機能が一定程度集積している 

 取 組 
・駅周辺での地区計画（壁面後退、用途制限）を活

用したにぎわい・魅力ある空間の創出 
・駅周辺におけるバリアフリーやユニバーサルデザ

インにも配慮した交通結節機能の強化や、人中心

のウォーカブルな空間の確保

特 徴 
・朝志ケ丘地区の商店街において主となる土地

利用が住宅用地となっている 
・空き地となっている箇所もみられる 

 取 組 
・朝志ケ丘地区の既存商店街を活用した生活に

身近な商業環境の充実に向けた支援

特 徴 
・駅周辺では、公園や黒目川等の公共空間が

あるものの、効果的に活用されていなく、

居場所となっていない 

 取 組 
・人中心の北朝霞駅北口広場への転換 
・朝霞台駅の建替に合わせたにぎわい空間の

創出 
・駅周辺の公共空間を活用したイベント等の

実施や黒目川周辺のイベントとの連携

全⑧

全②⑤⑦

全②全②

全②

全②

全③

※全①～全⑧：全体構想の取組との関係性（P.46 参照）
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テーマ「私らしい暮らし」 

 
特 徴 

・駅前に商業・業務地として合理的な土地利用の実現を図るため

に、地区計画が定められている 
・宮戸２丁目地区等の旧暫定調整区域では良好なまちづくりを進め

るために地区計画が定められている 
・生活を支える公共性の高い施設が少ない 

 取 組 
・駅周辺における地区計画を活用した商業施設等の誘導や利便性の

高い公共施設の集約化 
・宮戸２丁目地区の地区計画を活用した自然環境と調和した住環境

の維持・向上

特 徴 
・宮戸、朝志ケ丘地区等の住宅

密集地では地震・火災による

延焼リスクが高い 
・狭あい道路や行き止まり道路

が多く避難の阻害要因が存在 

 取 組 
・朝志ケ丘・宮戸地区の住宅密

集地における生活道路の拡幅

全②

全④

全②

特 徴 
・鉄道高架下空間の有効活

用ができていない 

 取 組 
・鉄道高架下空間の利活用

全⑦⑨

特 徴 
・駅周辺では、公園や黒目川等の公共

空間があるものの、効果的に活用さ

れていない 
・駅近くに自然を感じることができる

黒目川があるにもかかわらず、駅か

ら黒目川を目的地とする人は少ない 

 取 組 
・駅・黒目川・黒目川沿いの公共公益

施設の回遊性向上 
・黒目川や北割公園、浜崎公園等、公

共空間の利活用 
・人中心の北朝霞駅北口広場への転換

全③④

全②

全⑦

特 徴 
・地域中央部に東京都朝

霞浄水場が立地してい

るが、地域に開かれた

空間ではなく、地域の

分断要因となっている 

 取 組 
・東京都（浄水場）との

協力・連携 全⑨

特 徴 
・市街化調整区域には多く

の農地が残されている 
・市街地内にも農地やみど

りが多く残されている 

 取 組 
・自然環境と調和した住環

境の維持・向上 
・自然との共存に配慮した

土地利用の推進

全②

※全①～全⑨：全体構想の取組との関係性（P.52 参照）

全③
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５）北部地域の取組総括図　　ここでは、４）で整理した各テーマ及び地域のまちづくり方針に対する取組を場所や地区単位で再整理しました。 
＜北部地域の取組総括図＞ 

 
 
 


